◇地域における継続的な雇用のために◇

兵庫県では、地域における継続的な雇用機会の創出を図るため、ふるさと雇用再生事業のために新たに雇い入れた労働者を、引き続き正規労働者として雇い入れた事業主に対して一時金を支給します。
	
対象労働者１人につき３０万円。
※対象労働者とは
兵庫県ふるさと雇用再生事業の実施に当たり、委託事業主が新たに雇い入れた者又は派遣会社より派遣された労働者（注１）で、雇用契約期間の終了の日までの間に、期間の定めのない労働契約（注２）により、委託事業終了後も引き続き雇用されることとなるもの。

　　（注１）常用雇用に向けて求職活動を常態としている登録型派遣労働者に限る。
（注２）雇用期間の定めのない雇用であって、委託事業主の正社員として位置づけられるものをいう。


【提出書類】

所定の様式による支給申請書に必要事項を記入の上、関係書類とともに提出して下さい。支給申請書及び関係書類は、「兵庫県ふるさと雇用再生事業正規雇用一時金支給書要領」を参照願います。要領及び様式は次のＵＲＬからダウンロードできます。

http://web.pref.hyogo.lg.jp/ie09/ie09_000000023.html#h01
【申請書提出先】
県の委託事業は兵庫県、市町の委託事業は市町のそれぞれ委託元の担当課に提出して下さい。



兵 庫 県・神戸市
	
委託事業に係る委託契約期間の終了日の翌日から２ヶ月以内。
ただし、平成２３年度の委託事業に係る一時金の支給申請については、当該年度の委託契約期間終了前から２ヶ月以内とします。

兵庫県は、提出していただいた支給申請書等を審査した上で、支給又は不支給の決定を行い、審査の結果を通知します。なお、判定に当たっては、兵庫県又は市町が必要に応じて関係書類の提出指導、事情聴取、事業所訪問、実地調査等を行わせていただくことがありますので、ご協力願います。

【支給申請の不備の取扱い】
    兵庫県が支給決定を行った後、支給申請書等の不備による振込不能等があり、兵庫県又は市町が不備の補正を求めたにもかかわらず、支給申請書等の不備の補正が行われず、申請事業主の責に帰すべき事由により支給できなかったときは、当該支給申請は取り下げられたものとなります。
【一時金の返還】
偽りその他不正な行為によって一時金の支給を受けた場合は、支給した一時金の全部を返還していただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


兵庫県産業労働部政策労働局しごと支援課

(（０７８）３６２－９１６８（直）

〒650-8567　神戸市中央区下山手通5-10-1
神戸市担当課連絡先

　　　　　契約担当課へお問い合わせください。



兵庫県ふるさと雇用再生事業


正規雇用一時金支給制度のご案内
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